
                                                                       令和７年４月２０日 

保護者 様                                               長洲町立腹赤小学校  

服装・頭髪・名札・体育服・校外生活について 

１ 服装について 

  ◇ 標準服を着用します。 

◇ 標準服の下には白の無地のカッターシャツ、ブラウス、ニットシャツ、ポロシャツのいずれかを着用し、シャツの裾は必ずズボン・ス

カートの中に入れます。（シャツはワンポイントなしのもの）寒い時には、白、黒、紺、グレーなどのスクールセーター、ベスト、トレ

ーナーを着用してもいいです。 

◇ 夏服の開襟シャツ、ブラウス、ニットシャツ、ポロシャツも白の無地のものを着用し、シャツの裾は必ずズボン・スカートの中に入れ

ます。（シャツはワンポイントなしのもの） 

  ◇ スカートの丈は、膝が隠れる程度とします。 

  ◇ 靴下は、白又は黒の無地を着用します。長さは、膝下より短く、くるぶしが隠れる長さとします。 

  ◇ 入学式、卒業式の式典は、標準服を着用します。必ず上着も着用させてください。 

  ◇ 登下校時は、１年生は黄色い帽子、２年生以上は赤白帽子をかぶります。(白が表になるように) 

   ※ 標準服のボタンは、学校でも直接購入できます。（１個１００円） 

【冬季期間の場合】（１２月～２月） 

◇ 標準服の中に着るものは、スクールセーター、ベスト、トレーナーとします。色は、白、黒、紺、グレーなどの無地に近いものとしま

す。標準服の下に、ジャージやウインドブレーカー等は着用しません。 

  ◇ トレーナーはフードなしのものとします。トレーナー着用時は、必ず標準服を着用して過ごします。 

◇ ジャージ（下）やタイツを着用してもよいこととします。ジャージの色は、白、黒、紺、グレーなどの無地に近いものとします。（３

月は基本的には着用しないこととしますが、気候や児童の健康状態等を見て、着用を認める場合があります。） 

◇ 登下校時に、ジャンパー等の防寒着・手袋・マフラー・ネックウォーマーを着用してもよいこととします。それ以外のもの（耳当て等）

は着用しません。フード付きジャンパーを着用するときも、フードはかぶりません。学校に着いたら、防寒具・手袋はロッカー等に片付

けます。 

  ◇ 休み時間等、外で遊ぶときは手袋を着用しても良いこととします。 

  ◇ 携帯用カイロは、使用しません。 

   ※ 薬用リップ使用の際は、連絡ノート等で担任までお知らせください。 

   ※ のど飴は薬とは違うので持ってきてはいけません。 

  ※ 体調が悪い時はこの限りではありません。 

２ 頭髪について 

  ◇ 髪が肩より長くなる場合は、きちんと束ねて結びます。 

◇ 髪を結ぶものは、ゴムのみとします。安全面を考慮し、飾りなどがついていないもので、色は、黒、紺、茶などとします。 

◇ 前髪が目にかかる場合は、髪留めかゴムで留めて表情が分かるようにします。 

  ◇ 髪を染めたり、ラインを入れたりしません。 

３ 名札について 

  ◇ １年生は、入学式の時に学校から配付した名札（色つき）をつけます。 

  ◇ ２年生以上は、学校で購入できる名札をつけます。 （１セット６０円） 

  ◇ 登下校時は、つけません。（学校に置いて帰り、登校後につけます。） 

  ◇ 1 年生は、登下校時には名札を裏返しにします。 

４ 体育服について 

◇ 男女共に体育服は、上は白の襟付き体育シャツ（ゼッケンを前後につける）、下は紺色の短パンとします。 

※ ゼッケンの名前は、名字だけでも良いこととする。 

【冬季期間の場合】（１２月～２月） 

◇ 体が温まるまでは、体育服の上に、白、黒、紺、グレーなど無地に近い、運動のできる長袖・長ズボンを着用してもよいこととします。

（３月は基本的には着用しないこととしますが、気候や児童の健康状態等を見て、着用を認める場合があります。） 

５ 校外生活について 

（１）子どもだけで自転車に乗っていい範囲（範囲については、長洲町で次のように決めています。） 

 

 

 

 

 

 

 ※ 自転車に乗る時は必ずヘルメットをかぶり、あごひもをしめます。 

     交通教室が終わるまでは、前学年の範囲とします。 

（２）帰宅時刻について 

 ◇ ４月の始業式から９月まで ・・・・ ６時までに家に帰り着きます。 

 ◇ １０月から春休み最終日まで ・・・ ５時までに家に帰り着きます。 

（３）その他 

 ◇ 持ち物には必ず記名します。 

◇ いらないお金や物は持ち歩かないようにします。また、お金や物の貸し借りやおごったり、おごってもらったりは絶対しません。 

   ◇ 買い物をするときはマナーを守ります。また、用がないなら、お店には行きません。 

   ◇ 学校では、お菓子やジュースなどを食べたり、飲んだりしません。 

   ◇ 子どもだけで遊園地やデパート、大型ショッピングセンターなどで遊びません。 

◇ ゲームセンターやカラオケボックス、インターネットカフェ、マンガ喫茶等には、子どもだけでは行きません。 

（長洲町生徒指導担当者会の申し合わせ事項です。） 

◇ 子どもたちだけで外泊はしません。  

※ おたずね等ございましたら、担任または教頭までお願いします。 

＊１、２年生…家の庭や公園  ＊３年生…校区内 

  ＊４年生以上は、家の人の許可があって、長洲町の公共施設まで 

 （公共施設は、総合スポーツセンターやＢ＆Ｇプール、金魚と鯉の郷広場、未来館、図書館、児童館、中央公民館などです。） 

※「小学生の自転車の乗り方」をしっかり守ります。 


